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※国庫補助額は月額保険料2万円で固定に対する補助額（割合）です。
※区分3及び区分5の「後継者」は経営主の直系卑属である必要があ
ります。
※35歳未満で加入した者は、35歳から自動的に35歳以上の額に変
更されます。

※区分1～5のそれぞれの要件に該当しなくなった場合、他の区分（国
庫補助額が減額になることがあります。） 又は通常の保険料への変更
が必要です。

※この試算は、通常加入で保険料月額2万円で加入し、65歳までの運用利回りが2.5%、65歳以降の予定
利率が0.50%となった場合の試算です。予定利率は毎年度、農林水産省告示により定められ平成28年
度は、0.50％です。
　（各金額は単位未満を四捨五入により表示しているため、内訳数字との合計が一致しておりません。）

さらに詳細な農業者年金の内容やご相談に
ついては、最寄りのJAか農業委員会また
は農業者年金基金にお問い合わせ下さい。

独立行政法人農業者年金基金
TEL：03-3502-3199（相談員）
TEL：03-3502-3942（企画調整室）
ホームページアドレス  http://www.nounen.go.jp

検索

農業者年金基金

将来

農業者の担い手には、手厚い政策支援（保険料の国庫補助）
があります。
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